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 沢駐在所だより

　   
 　
　 
 

　令和８年になって、最初の沢駐在所だよりに
なります！今年もよろしくお願いします！ 
 

　今回は「空き巣被害」についてです。 

　 　 　  

留守にしている家を泥棒は狙って
います！ 
 

そこで、空き巣被害に遭わない為に、今のうちから
対策をしておきましょう！！                            

～空き巣被害に遭わない為のポイント～ 

 

   ①　 ドアや窓の対策 

〇補助錠の設置を検討しましょう！！ 

 　 １つのドア・窓に鍵が２つ以上ついていると、侵入に時間を要するの  

   で、泥棒は嫌がります。 

　  ②　 屋外の対策 

〇防犯カメラの設置を検討しましょう！！ 

防犯カメラが設置してあるだけで、空き巣被害抑止に繋がります。 

〇足場になるような物を屋外に置かないようにしましょう！！ 

　 足場になるような脚立やバケツ等が足場にされ、侵入されてしまう可能性があるので、気を付けまし

　 ょう。 

　  ③　 日頃からの対策 

　 　   〇戸締りは確実に行いましょう！！ 

　 　 　 　 　  日頃から戸締りを確実に行うことで、確実な施錠がクセ付きます。 

　 　 　 　 〇合鍵等は玄関周辺に置かないようにしましょ 
        う！    　 　   

鍵は、基本的に持ち歩くようにして、敷地内であっても屋外に置か

ないようにしましょう！！ 

〇新聞は溜め込まないようにしましょう！！ 

　 新聞受けに新聞が溜まっていると泥棒に留守であることを悟られ 

  てしまいます。長期間留守にする際は、新聞配達を中止してもらう
　 等の対策しましょう！！　 　  

 


